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○
環
境
省
令
第
二
十
二
号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
十
一
条
の
五
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
二
酸
化
炭
素
ガ
ス
に
含
ま
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
九
日

環
境
大
臣

鴨
下

一
郎

特
定
二
酸
化
炭
素
ガ
ス
に
含
ま
れ
る
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
を
定
め
る
省
令

（
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
）

第
一
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
十
一
条
の
五

第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

摂
氏
五
度
か
ら
三
十
五
度
ま
で
の
範
囲
の
温
度
を
保
っ
た
試
料
を
用
い
る
こ
と
。

二

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
て
算
定
さ
れ
た
値
と
す
る
こ
と
。

イ

測
定
し
よ
う
と
す
る
ガ
ス
中
の
不
純
物
（
水
素
、
窒
素
、
酸
素
、
炭
化
水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
い
う
。
以
下
同
じ
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。
）
の
濃
度
を
次
の

か
ら

ま
で
に
適
合
す
る
よ
う
に
測
定
し
た
上
で
、
当
該
ガ
ス
中
の
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
次

(1)

(3)

の
式
に
よ
り
算
定
す
る
方
法

=
(A

h+
A

n+
A

o+
A

c+
A

m
)

C
1
0
0
-

こ
の
式
に
お
い
て

、

、

、

、

及
び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

C

Ah

An

Ao

Ac

Am

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
（
単
位

体
積
百
分
率
）

C

測
定
さ
れ
た
水
素
の
濃
度
（
単
位

体
積
百
分
率
）

Ah

測
定
さ
れ
た
窒
素
の
濃
度
（
単
位

体
積
百
分
率
）

An

測
定
さ
れ
た
酸
素
の
濃
度
（
単
位

体
積
百
分
率
）

Ao

測
定
さ
れ
た
炭
化
水
素
の
濃
度
（
単
位

体
積
百
分
率
）

Ac

測
定
さ
れ
た
一
酸
化
炭
素
の
濃
度
（
単
位

体
積
百
分
率
）

Amな
お
、
算
定
す
る
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
は
、
乾
き
ガ
ス
中
の
濃
度
と
し
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
日
本

工
業
規
格
Ｋ
〇
二
二
五
の
十
一
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
水
分
の
値
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

不
純
物
の
濃
度
の
測
定
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
の
四
に
定
め
る
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
法
に
よ
り

(1)
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行
う
。の

測
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
純
物
の
区
分
ご
と
に
、
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
装
置

(2)

(1)
及
び
そ
の
操
作
の
方
法
並
び
に
定
量
法
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

区

分

装
置
及
び
そ
の
操
作
の
方
法
並
び
に
定
量
法

炭
化
水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
以
外
の
不
純
物

日
本
工
業
規
格
Ｋ
一
一
〇
六
の
四
・
三
・
一

及

１

(4)

び

に
定
め
る
装
置

(6)
（a）

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
の
九
・
三
に
定
め
る

２
操
作
の
方
法
（
た
だ
し
、
分
析
条
件
に
つ
い
て
は
日

本
工
業
規
格
Ｋ
一
一
〇
六
の
四
・
三
・
一

に
定

(6)
（b）

め
る
分
析
条
件
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
）

炭
化
水
素

日
本
工
業
規
格
Ｋ
○
二
二
五
の
九
に
定
め
る
装
置
及
び

そ
の
操
作
の
方
法
並
び
に
定
量
法

一
酸
化
炭
素

日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
二
二
五
の
七
・
一
に
定
め
る
装
置
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及
び
そ
の
操
作
の
方
法
並
び
に
定
量
法

の
測
定
に
用
い
る
校
正
用
ガ
ス
は
、
ヘ
リ
ウ
ム
の
濃
度
が
体
積
百
分
率
九
十
九
・
九
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

(3)

( )1
ガ
ス
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
五
一
二
に
定
め
る
水
素
標
準
ガ
ス
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
一
一
〇
一
に
定
め
る
酸
素
標
準

ガ
ス
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
一
一
〇
七
の
表
に
規
定
す
る
窒
素
、
高
純
度
炭
化
水
素
及
び
高
純
度
一
酸
化
炭
素
を
質
量

比
混
合
法
に
よ
り
調
製
し
た
も
の
と
す
る
。

ロ

日
本
工
業
規
格
Ｋ
一
一
〇
六
の
四
・
三
・
二
に
定
め
る
ア
ル
カ
リ
吸
収
法
に
よ
り
、
測
定
し
よ
う
と
す
る
ガ
ス
中
の

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
を
測
定
す
る
方
法

（
そ
の
他
の
事
項
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
け
る
用
語
そ
の
他
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
に
関
す
る
事
項
で
、
こ
の
省
令
に
定
め
の
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
一
一
四
及
び
日
本
工
業
規
格
Ｋ
一
一
○
六
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十

二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


